
施設型給付等の公定価格の取扱いについて

○ 平成27年度予算案においては、子ども・子育て支援新制度に基づく量と質の充実等のために、
国・地方合わせて０．５兆円程度を確保。
これは、
・ 平成27年度における各市町村の子ども・子育て支援事業計画に基づく「量の拡充」に対応す
るとともに、
・ 昨年５月末にお示しした公定価格の仮単価の前提とした「0.7兆円の範囲で実施する事項」の
「質の改善」をすべて実施する
ための所要額として措置されたもの。

○ 平成27年度における施設型給付等の公定価格の単価については、今後、子ども・子育て会議
の意見を聴いた上でお示しすることになるが、以下の２点（基本的に増額要素）を除き、加算項
目も含め、公定価格の仮単価と同内容となる見込み。

① 平成26年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定内容の反映（別紙参照）
・ 平成26年度の国家公務員給与の改定の反映（保育士に係る人件費＋2.0%など）
・ 平成27年度の国家公務員給与の改定の反映（地域区分の見直しなど）

② 公定価格に係る調整課題（１月13日付事務連絡の別添資料２）に対する対応の反映
・ 現行の幼保連携型認定こども園が新制度に基づく幼保連携型認定こども園に移行する場合
における施設長の人件費の経過措置
・ 大規模園の実態を踏まえた加配加算の見直し（１号定員に係るチーム保育加配加算）
・ 小規模保育Ｂ型の保育士以外の職員の人件費単価の改善
・ 事業所内保育事業に対する減価償却費加算

別添資料１
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（保育所運営費の算定方法）

○ 保育所運営費の算定にあたっては、人件費・事業費・管理費等について、各々対象となる費目を積
み上げて算定しており、そのうち、人件費の額については、国家公務員の給与に準じて算定している。

（平成２６年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定）

○ 保育所運営費の人件費の額の根拠となる、国家公務員の給与については、平成２６年人事院勧告に
伴い以下のとおり改定が行われる。（Ｐ３参照）

① 民間給与との較差（０．２７％）を埋めるため、世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置きな
がら俸給表の水準を引上げ

② ボーナスを引上げ（０．１５月分）、勤務実績に応じた給与の推進のため勤勉手当に配分 等

（国家公務員給与改定に伴う保育所運営費等の取り扱い）

○ 平成２６年度の国家公務員給与の改定に応じて、保育所運営費の平成２６年度保育単価を改定予定。

※ その際、本年度に増額となる人件費については、保育士等の職員の給与に反映されるよう各自治
体を通じて要請することを予定。（平成２７年度は公定価格の処遇改善等加算の加算要件の取り扱
いの中で、確実に保育士等の職員の給与に反映されるよう対応を予定）

○ 本年度に実施する国家公務員給与の改定に伴う保育所運営費の改定は、平成２７年度からの公定価
格の設定にあたっても、引き継がれることになる。（幼稚園や認定こども園等の公定価格も同様）

○ なお、国家公務員給与については、平成２７年度に以下の改定が行われることとされており、これ
らの要素も公定価格への反映を行うことを予定。（Ｐ４・５参照）

① 地域の民間給与水準を踏まえて俸給表の水準を平均２％引き下げ
② 俸給水準の引き下げに伴い、地域手当の支給割合等を見直し 等

※ ①の要素については、高齢層を中心として俸給表の水準を引き下げることとされているが、保育所運
営費等の算定上の保育士等の給与は、比較的若い層の俸給表を用いているため、据え置き又は引き下げ
幅は低くなる。そのため、②の地域手当の支給割合等の見直しに伴う増額が生じうる。

※ ②の地域手当の見直しに伴う地域区分の取り扱いについては、介護保険制度における取り扱い（Ｐ６
参照）等を踏まえ、子ども・子育て会議において関係者のご意見を踏まえて検討。

平成２６年度国家公務員給与改定に伴う保育所運営費等の取り扱いについて
（別紙）
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＜参考・保育所運営費における人件費の改定＞

格付け

本俸基準額※３ 人件費（年額）※４

平成26年度
当 初

平成26年度
改定後

平成26年度
当 初

平成26年度
改定後

所 長 ※ １ ( 福 )2-33
253,400円 254,900円

(＋1,500円)
約４５９万円 約４６６万円

（＋1.5％）

主任保育士※ ２ ( 福 )2-17
230,112円 231,948円

(＋1,836円)
約４２３万円 約４３０万円

（＋1.7％）

保 育 士 ( 福 )1-29
195,228円 197,268円

(＋2,040円)
約３５６万円 約３６３万円

（＋2.0％）

調 理 員 (行二)1-37
165,800円 168,100円

(＋2,300円)
約２９２万円

約２９９万円
（＋2.3％）

※１ 所長は設置した場合の加算。

※２ 保育士のうち１人を主任保育士として費用を算定。

※３ 主任保育士・保育士は俸給額とは別途、特別給与改善費を加えている。

※４ 賞与や地域手当等を含む人件費の年額、地域手当については全国平均値を用いて
算定
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（参考）平成２６年人事院勧告（人事院ＨＰより）
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（参考）第１１５回社会保障審議会介護給付費分科会資料（平成２６年１１月１９日）
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